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｛はじめに｝

本書は、平成20年３月期（平成19年４月～平成20年３月）における当社の会社概要、営業の状況及び経理

の状況について記載したものです。

｛主な記載項目について｝

第１．会社の概況

「会社の沿革」 当社の設立から現在までの沿革を記載しています。

「会社の目的」 定款に記載された当社の目的を記載しています。

「事業の内容」 当社の経営組織、事業の内容について記載しています。

「財務の概要」 平成20年３月期における資本金、純資産額、営業収益、経常利益等の主要な財務指標

について記載しています。

「主要株主名」 所有株式数の多い株主10名の氏名、所有株式数等を記載しています。

「役員の状況」 当社の役員の氏名、主要略歴等を記載しています。

「従業員の状況」 当社の社員数、登録外務員数等を記載しています。

第２．営業の状況

「営業方針」 当社の営業方針、企業の特色等について記載しています。

「当社及び当業界を取巻く環境」 内外の経済の状況、商品先物取引業界の動向等について記載してい

ます。

「営業の経過及び成果」 当社の平成19年度における業績について記載しています。

「対処すべき課題」 当社が対処すべき今後の課題等について記載しています。

「受託業務管理規則」 当社が受託業務の適切な遂行のために定めている社内管理規則を記載していま

す。

第３．経理の状況

「貸借対照表」 平成20年３月31日現在の貸借対照表について記載しています。

「損益計算書」 平成20年３月31日現在の損益計算書について記載しています。

「財務比率」 平成20年３月31日現在の財務比率について記載しています。

比率の内容は次のとおりです。

(a) 純資産額規制比率

純資産額 (*)
×100

リスク額 (*)

（* 「純資産額」とは、商品取引所法第211条第4項において準用する同法第99条第7項に基づく商品

取引所法施行規則（以下、「施行規則」という。）第38条の規定により算出したものです。また、「リ

スク額」には、商品市場における自己の計算による取引であって、決済を結了していないものにつ

いての価格変動等により発生し得る危険に対応する額（「市場リスク」という。）と、商品市場にお

ける取引の相手方の契約不履行等により発生し得る危険に対応する額（「取引先リスク」という。）

とがあり、同法第211条第1項に基づく施行規則第99条の規定により算出したものです。）

「純資産額規制比率」とは、純資産額の、商品市場において行う取引につき生ずる相場の変動そ

の他の理由により発生し得る危険に対応する額として施行規則で定めるところにより算出した額に

対する比率であり、これが高いほどリスクに対する余裕があると言えます。

(b) 純資産額資本金比率

純資産額(*)
×100

資本金額

（* 「純資産額」とは、商品取引所法第211条第4項以外において準用する同法第99条第7項に基づく

施行規則第38条の規定により算出したもので、上記(a)の純資産額とは計算が異なります。）
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資本金に対する純資産の割合をみるもので、比率が高いほど経営が安定していると言えます。

(c) 自己資本資本金比率

自己資本
×100

資本金額

資本金に対する取崩し可能な資本を含む自己資本の割合をみるもので、比率が高いほど経営が安

定していると言えます。

(d) 自己資本比率

自己資本
×100

総資産額

総資産に占める自己資本の割合をみるもので、比率が高いほど経営が安定していると言えます。

(e) 修正自己資本比率

自己資本
×100

総資産額 (*)

（* 「総資産額」とは、委託者に係る㈱日本商品清算機構又は商品取引所への預託金額と預託必要

額のいずれか小さい金額及び委託者債権の保全制度に基づいて拘束されている資産の額を除いたも

のです。）

上記の方法で算出された総資産額は実質的に事業資金として使用できないことから、これらの預

託額を控除した総資産に占める自己資本の割合をみたものです。

(f) 負債比率

負債合計額
×100

純資産額 (*)

（* 「純資産額」とは、商品取引所法第211条第4項以外において準用する同法第99条第7項に基づく

施行規則第38条の規定により算出したもので、上記(a)の純資産額とは計算が異なります。）

純資産と負債合計を対比したもので、比率が低いほど長期的な支払能力の安定性が高いと言えま

す。

(g) 流動比率

流動資産額
×100

流動負債額

短期間に支払期限の到来する流動負債と短期間に現金化する可能性のある流動資産を対比したも

ので、比率が高いほど短期的な支払能力の安定性が高いと言えます。
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第１．会社の概況

１ 会社の沿革

① 会社名等

商品取引員名 協栄物産株式会社

代 表 者 名 代表取締役社長 諸石弘道

所 在 地 東京都中央区八丁堀１丁目６番１号

電 話 番 号 ０３－３５５３－４１５１㈹

② 会社の沿革

当社は、昭和33年10月28日福岡市万町19番地に資本金150万円で設立されました。その後、昭和38年12月

26日に本社を東京都中央区西八丁堀１丁目10番地に移転、さらに昭和44年２月17日に本社を東京都中央区八

丁堀１丁目６番１号に移転しました。昭和61年５月１日、当社を存続会社として大京通商株式会社（東京都

中央区日本橋堀留町１丁目10番11号）と合併し、現在に至っております。

吸収合併

(昭和33年10月28日設立) （合併期日昭和61年５月１日） 協栄物産株式会社

協 栄 物 産 株 式 会 社 （ 現 在 に 至 る ）

(昭和59年７月１日商号変更)

大 京 通 商 株 式 会 社

(昭和48年２月１日商号変更)

西 興 通 商 株 式 会 社

(昭 和 3 7年 1 0月 1 6日 設 立 )

ヤ マ ハ 通 商 株 式 会 社

年 月 事 業 内 容

昭和33年10月 商品仲買人業務を事業目的とし、福岡県福岡市万町に資本金150万円で設立

昭和33年12月 関門商品取引所に商品仲買人の登録

昭和36年５月 北海道穀物商品取引所に商品仲買人の登録

昭和36年８月 東京穀物商品取引所に商品仲買人の登録、東京支店開設

昭和37年６月 東京繊維商品取引所に商品仲買人の登録

昭和37年８月 東京ゴム取引所に商品仲買人の登録

昭和37年12月 前橋乾繭取引所に商品仲買人の登録

昭和38年６月 大阪支店開設

昭和38年７月 大阪穀物取引所に商品仲買人の登録

昭和38年８月 東京砂糖取引所、豊橋乾繭取引所及び横浜生糸取引所に商品仲買人の登録、横浜支店開設

昭和38年11月 函館海産物取引所に商品仲買人の登録

昭和38年12月 本社を東京支店に移転（福岡本社は福岡支店となる）
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年 月 事 業 内 容

昭和39年５月 千葉支店開設

昭和40年１月 大阪化学繊維取引所及び福井人絹取引所に商品仲買人の登録

昭和40年４月 大阪砂糖取引所に商品仲買人の登録

昭和40年10月 大阪三品取引所に商品仲買人の登録

昭和41年11月 神戸ゴム取引所に商品仲買人の登録

昭和42年６月 神戸生糸取引所に会員加入

昭和42年６月 新宿支店開設

昭和43年１月 名古屋繊維取引所及び名古屋穀物取引所に商品仲買人の登録、名古屋支店開設

昭和43年１月 函館海産物取引所閉鎖に伴い退会

昭和43年１月 前橋乾繭取引所より退会

昭和44年２月 本社を現住所に移転

昭和45年11月 北海道穀物商品取引所の商品仲買人登録を抹消（会員資格は継続）

昭和46年１月 商品取引所法の改正において商品仲買人を商品取引員と改称、それまでの登録制から許可制

への移行に伴い、東京穀物商品取引所・東京砂糖取引所・横浜生糸取引所・豊橋乾繭取引所

・名古屋穀物取引所・大阪穀物取引所・大阪砂糖取引所・関門商品取引所・東京繊維商品取

引所・東京ゴム取引所・名古屋繊維取引所・福井人絹取引所・大阪三品取引所・大阪化学繊

維取引所・神戸ゴム取引所に商品取引員としての許可を取得

昭和49年５月 広島支店開設

昭和50年12月 福井人絹取引所閉鎖に伴い退会

昭和57年３月 東京金取引所（現東京工業品取引所、貴金属市場）に商品取引員としての許可を取得

昭和59年５月 名古屋穀物取引所の砂糖市場の上場により、名古屋穀物砂糖取引所と名称変更、同取引所

（砂糖市場）に商品取引員としての許可を取得

昭和59年10月 大阪三品取引所、大阪化学繊維取引所合併による大阪繊維取引所の設立に伴い、同取引所に

商品取引員としての許可を取得

昭和59年11月 東京繊維商品取引所、東京ゴム取引所、東京金取引所の三取引所合併による東京工業品取引

所の設立に伴い、同取引所に商品取引員としての許可を取得

昭和61年５月 大京通商株式会社と合併

合併により、大京通商株式会社の本社及び支店は、東京支店、盛岡支店、秋田支店、水戸支

店となる

昭和61年８月 東京支店を東京都渋谷区に移転、渋谷支店と名称変更

平成２年７月 通商産業大臣より「準誘導基準適合取引員」に認定される

平成３年７月 通商産業大臣より「誘導基準適合取引員」に認定される

（平成９年６月制度廃止まで連続して認定される）

平成４年10月 秋田支店を廃止

平成５年４月 商品投資販売業（販売法人）の許可を取得

平成５年10月 東京穀物商品取引所と東京砂糖取引所の合併による東京穀物商品取引所の設立に伴い、同取

引所に商品取引員としての許可を取得

平成５年10月 大阪穀物取引所、大阪砂糖取引所、神戸穀物商品取引所の合併による関西農産商品取引所の

設立に伴い、同取引所に商品取引員としての許可を取得

平成６年６月 大興投資顧問㈱を商品取引員他社４社と合弁で設立

平成６年７月 水戸支店を廃止

平成７年４月 東京穀物商品取引所、北海道穀物商品取引所の合併による東京穀物商品取引所の設立に伴い

同取引所に商品取引員としての許可を取得

平成８年９月 渋谷支店を廃止
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年 月 事 業 内 容

平成８年10月 豊橋乾繭取引所、名古屋穀物砂糖取引所、名古屋繊維取引所の合併による中部商品取引所の

設立に伴い、同取引所に商品取引員としての許可を取得

平成８年12月 盛岡支店を廃止

平成９年４月 東京工業品取引所（アルミニウム市場）に商品取引員としての許可を取得

平成９年４月 関西農産商品取引所、神戸生糸取引所の合併による関西商品取引所の設立に伴い、同取引所

に商品取引員としての許可を取得

平成９年10月 大阪商品取引所（アルミニウム市場）に会員加入

平成９年10月 大阪繊維取引所、神戸ゴム取引所の合併による大阪商品取引所の設立に伴い、同取引所に商

品取引員としての許可を取得

平成９年12月 中部商品取引所（農産物市場、砂糖市場、綿糸市場、毛糸市場及びステープルファイバー糸

市場）、関西商品取引所（砂糖市場）、大阪商品取引所（ゴム市場、毛糸市場及びステープ

ルファイバー糸市場）、関門商品取引所（砂糖市場）における受託業務を廃止

平成10年２月 中部商品取引所（砂糖市場、綿糸市場、毛糸市場及びステープルファイバー糸市場）、大阪

商品取引所（毛糸市場及びステープルファイバー糸市場）、関門商品取引所（砂糖市場）よ

り退会

平成10年10月 前橋乾繭取引所、横浜生糸取引所の合併による横浜商品取引所の設立に伴い、同取引所に商

品取引員としての許可を取得

平成11年３月 東京工業品取引所（毛糸市場）廃止に伴い退会

平成11年７月 東京工業品取引所（石油市場）に商品取引員としての許可を取得

平成12年５月 東京工業品取引所（綿糸市場）廃止に伴い退会

平成12年10月 東京工業品取引所（アルミニウム市場）、横浜商品取引所（繭糸市場）、大阪商品取引所（綿

糸市場）、関西商品取引所（農産物市場）の受託業務を廃止

平成12年11月 東京工業品取引所（アルミニウム市場）、横浜商品取引所（繭糸市場）、中部商品取引所（農

産物市場）、大阪商品取引所（綿糸市場、ゴム市場及びアルミニウム市場）、関西商

品取引所（農産物市場、砂糖市場及び繭糸市場）より退会

平成13年１月 千葉支店、名古屋支店及び広島支店を廃止

平成13年２月 中部商品取引所（繭糸市場）の受託業務を廃止

平成13年３月 中部商品取引所（繭糸市場）より退会

平成13年３月 関門商品取引所（農産物市場）の受託業務を廃止

平成13年４月 関門商品取引所（農産物市場）より退会

平成13年６月 大阪商品取引所（天然ゴム指数市場）、東京穀物商品取引所（砂糖市場）の受託業務を廃止

平成13年７月 大阪商品取引所（天然ゴム指数市場）より退会

平成13年９月 東京工業品取引所（石油市場）の受託業務を廃止

平成14年２月 東京工業品取引所（石油市場）より退会

平成16年５月 横浜支店を廃止

平成19年３月 新宿支店を廃止
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③ 資本金の推移

年 月 日 増 資 額 増資後資本金 摘 要

千円 千円
平 成 ４ 年 ４ 月 １ 日 43,167 503,167 有償、株主割当（1：0.1）

発 行 価 格 １株につき 500円

資本組入額 １株につき 500円

平 成 ４ 年 ４ 月 ３ 日 870 504,037 有償、第三者割当 290株

発 行 価 格 １株につき3,000円

資本組入額 １株につき3,000円

平 成 ９ 年 ６ 月 1 1 日 300,000 804,037 有償、第三者割当 150,000株

発 行 価 格 １株につき2,000円

資本組入額 １株につき2,000円

２ 会社の目的

1. 商品取引所法に基づく商品市場における上場商品および上場商品指数の先物取引およびその受託、媒

介、取次、代理事業

2. 商品投資に係わる事業の規制に関する法律に基づく商品投資販売業および商品投資顧問業

3. 海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律に基づく海外商品市場における上場商品の先物

取引の受託等の事業

4. 外国為替の通貨の売買またはその媒介、取次、代理事業

5. 金融先物取引法の適用を受ける金融先物取引所の市場における上場商品の取引、売買の媒介、取次も

しくは代理事業

6. 非鉄金属・軽金属・鉄鋼・合金鉄・染料・顔料・火薬類・化学製品・薬品類・医薬品・医薬部外品・

毒物・劇物・船舶・車両・運搬具・産業機械器具・動力機械・電気機械器具・電気通信機械器具・光学

機械・写真機械および写真材料・事務用機械器具・計量機械器具・時計・眼鏡・医療機械器具・歯科材

料および衛生用品・繊維および繊維製品・天然ガス・石油および石油製品・ゴム・樹脂・合成樹脂およ

びその製品・窯業製品・砂糖・塩・農水産物およびその加工品・畜産物およびその加工品・酒類および

その他飲料・茶・ココア・珈琲・飼料・肥料・油脂・綿花・羊毛・麻・香料・香辛料・硝子および硝子

製品・装身具・化粧用具・和洋楽器・娯楽用具ならびにこれらに類する商品の売買、輸出入および媒介、

取次、代理事業

7. 前各号に関連する問屋業および代理事業

8. 保険業の代理事業

9. 前各号に附帯する一切の事業

（注）上記目的のうち、 の事業は、現在営んでおりません。
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３ 事業の内容

① 経営組織

当社の平成20年３月31日現在における経営組織の概要は次のとおりです。

② 業務の内容

当社は、商品取引所法に基づき設置された商品取引所が開設する商品市場に上場されている各種商品の

先物取引（商品先物取引、現金決済取引、指数先物取引及びオプション取引。以下「商品市場における取

引」という。）について、顧客の委託を受けて執行する業務（以下「受託業務」という。）及び自己の計算

に基づき執行する業務（以下「自己売買業務」という。）を主たる業務としております。

業務の主な内容は、以下のとおりであります。

(１) 主たる業務

(a) 商品市場における取引の受託を行う業務

顧客より委託を受けて商品市場における取引を執行する業務であります。

当社は、商品取引所法第190条第１項に基づき、下記の商品市場における取引の受託業務を行う

ことのできる商品取引員として、農林水産大臣及び経済産業大臣より許可を受けております。（許

可番号：農林水産省「農林水産省指令17総合第34号」、経済産業省「平成17・04・05商第3号」）。

当社は、昭和46年１月25日最初の許可を取得して以来、引き続き商品取引員として業務を行っ

てきております。

株 主 総 会

監 査 役 会

取 締 役 会

代表取締役会長
代表取締役社長

経 営 会 議

営 業 本 部 管 理 本 部

オ 福 大 大 第 第 第 第 第 本 総 経 業 顧 審 監 企 営
ン 岡 阪 阪 五 四 三 二 一 店 客 業
ラ 支 第 第 本 本 本 本 本 店 務 理 務 相 査 査 画 企
イ 店 二 一 店 店 店 店 店 頭 談 画
ン 支 支 部 部 部 室 部 部 部 部
ト 店 店
レ デ
｜ 車 秘 総 人 資 経 市 ィ 電 業 顧 審 商 企 人 営
ド 金 ｜ 客 品 材 業
部 両 書 務 事 運 理 場 リ 算 務 相 査 情 画 開 企

用 ン 談 報 発 画
課 課 課 課 課 課 課 グ 課 課 課 課 課 課 課 課

課
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平成20年３月31日現在

農 貴 ゴ
市場名 産 金 ム

物 属 上 場 商 品 名
取引所名 市 市 市

場 場 場

東京穀物商品取引所 ○ 一般大豆・Non-GMO大豆・小豆・とうもろこし・コー

ヒー生豆（アラビカ・ロブスタ）・生糸

東京工業品取引所 ○ 金・金ミニ・銀・白金・パラジウム・金先物オプション

○ ゴム

(b) 商品市場における取引を行う業務

自己の計算において商品市場における取引を行う業務であります。上記商品市場並びに東京穀

物商品取引所砂糖市場において会員として当該業務を行っております。

(２) 従たる業務

(c) 商品投資販売業

「商品投資に係る事業の規制に関する法律」に基づき、商品投資契約の締結及び商品投資受益

権の販売を行う業務であります。

(d) その他

金・白金等貴金属の現物販売を行っております。

③ 業務別営業収益の構成比率

平成19年度における業務別営業収益の構成比率は次のとおりであります。

期 別 第 50 期

自 平成19年４月１日

区 分 至 平成20年３月31日

商 品 先 物 取 引 業 務 99.2％

受 託 業 務 （ 99.3）

自 己 売 買 業 務 （ △ 0.1)

商品ファンド等販売業務 0.0

商 品 売 買 業 務 0.8

合 計 100.0

（注）商品先物取引業務の構成比率は、オプション取引に係る金額を含めて計算しております。

④ 営業所の状況

店 舗 の 名 称 所 在 地 電 話 番 号

本 店 東京都中央区八丁堀１丁目６番１号 (03)3553-4151

大 阪 支 店 大阪府大阪市西区京町堀１丁目４番16号 (06)6479-0511

福 岡 支 店 福岡県福岡市博多区博多駅東１丁目12番６号 (092)475-3521
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４ 財務の概要 （平成20年３月決算期）

（単位：千円）

(a) 資本金 804,037

(b) 純資産額 （※1） 1,596,487

(c) 総資産額 6,722,066

(d) 営業収益 1,888,565

（うち受取手数料） (1,872,879)

(e) 経常利益 △ 296,137

(f) 当期純利益 △ 321,086

（注）１．純資産額とは、商品取引所法第211条第4項以外において準用する同法第99条第7項に

基づく商品取引所法施行規則第38条の規定により算出された金額をいいます。

２．受取手数料には消費税は含まれておりません。

５ 株式の総数及び発行済株式総数

会社が発行する株式の総数 2,500,000株

発 行 済 株 式 の 総 数 1,102,864株

（注）当社の株式は上場しておりません。

６ 主要株主名 （上位10名）

発行済株式総数
氏 名 又 は 名 称 住 所 所有株式数 に 対 す る 所 有

株 式 数 の 割 合

千株 ％

鴛 海 美 裕 366 33.2

第 一 商 品 ㈱ 東 京 都 渋 谷 区 150 13.6

仁 井 田 寿 幸 90 8.1

新光インベストメント㈱ 東 京 都 中 央 区 49 4.4

新 光 証 券 ㈱ 東 京 都 中 央 区 44 3.9

新 光 ビ ル デ ィ ン グ ㈱ 東 京 都 中 央 区 22 1.9

竹 内 正 光 20 1.8

鴛 海 千 代 美 20 1.8

協 栄 会 東 京 都 中 央 区 18 1.6

舘 森 悠 寿 17 1.5

計 796 72.3

※ 個人株主の住所については、個人情報保護の観点から非公開としております。
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７ 役員の状況

平成20年３月31日現在

役名及び職名 氏 名 (生年月日) 所有株式数

鴛 海 美 裕
代表取締役会長 366千株

(昭和14年10月18日生)

諸 石 弘 道
代表取締役社長 9千株

(昭和18年9月12日生)

星 本 良 治
取 締 役 6千株

(昭和34年12月16日生)

池 松 和 夫
取 締 役 12千株

(昭和36年1月27日生)

安 達 守
取 締 役 12千株

(昭和26年3月18日生)

伊 東 章 一
取 締 役 10千株

(昭和32年6月11日生)

取 締 役 村 崎 稔
－

（非常勤） (昭和9年2月24日生)

宮 崎 茂 樹
常勤監査役 6千株

(昭和18年4月22日生)

森 屯
監 査 役 9千株

(昭和2年11月6日生)

山 谷 正 義
監 査 役 －

（昭和19年12月20日生）

鴛 海 成 孝
監 査 役 －

（昭和47年7月8日生）

(注) 1. 監査役 森屯、山谷正義、鴛海成孝の三氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

2. 所有株式数の千株未満は切り捨てております。

８ 従業員の状況

男 女 別 営 業 ・ 非 営 業
総 計

男 女 営 業 非 営 業

従 業 員 数 136 人 123 人 13 人 76 人 60 人

平 均 年 齢 38.1 歳 38.2 歳 37.3 歳 32.1 歳 45.7 歳

平 均 勤 続 年 数 10.1 年 10.6 年 5.6 年 6.3 年 14.9 年

外 務 員 数 104 人 100 人 4 人 76 人 28 人
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第２．営業の状況

１ 営業方針

当社は、「顧客満足を第一義として、質の高い仕事を追求し、顧客を創造し拡大していくことによってゆと

りと豊かさに満ちた社会の実現に貢献する」という経営理念の下、お客さまの多様なニーズに応える営業活

動を展開し、お客さまとの信頼関係の構築と企業基盤の確立に努めております。当社は、顧客サービスの一

環として、定期的に経済界各分野の専門家を講師に経済講演会を開催し、ご希望のお客さまには「経済レポ

ート」「講演録」を無料で提供させて頂いております。さらに、経済情報誌月刊「アフォード」、相場情報誌

「月の指標」、「週間協栄レポート」、四半期毎発行「ゴールド季報」及びＦＡＸ・モバイルサービスによるそ

の日の相場情報をお客さまのご希望に応じて、郵送、電話、ＦＡＸ、インターネットで配信しております。

また、来店されるお客さまに自由に利用して頂けるブースを設け、あらゆる分野の経済情報の提供を行って

おります。

社員教育では、新入社員研修をはじめ定期的に階層別社員研修を実施しており、お客さまとの信頼関係を

構築するために、商品投資アドバイザーとしての知識教育だけでなく、経営理念に重点をおいたコンプライ

アンス教育を徹底して行っております。有能な人材育成のため、年度研修計画に沿ってトータルな人間教育

が行われる教育研修制度の確立に努めております。

当社は、対面営業を中心とした営業活動を展開しておりますが、資料請求されたお客さまにはご希望の資

料を送付し、講演会及び相場勉強会に参加されたお客さまには、商品先物取引のメリット、デメリットを充

分説明しております。取引の勧誘に際しましては、先物取引のリスクについて充分説明して、ご理解を頂い

たうえで、お取引を頂いております。勿論、お客さまには、取引をして頂く前に「受託業務管理規則」に則

って、本社審査部が「適合性」について審査をさせて頂いております。

当社は、「お客さまのために何ができるか」をテーマに、今後とも、情報サービスの充実と社員教育の充実

を図り、多様なお客さまのニーズにお応えしてまいります。

２ 当社及び当業界を取巻く環境

当期のわが国経済は、日本を取り巻く世界経済、特に新興国の経済が高成長を続けたため、アジアや中東

向けの輸出が増加し、外需主導の景気拡大が続きました。輸出の伸長と円安が追い風となり、輸出産業を中

心に事前の予想を上回る収益をあげ、好調な企業業績が景気を牽引しました。しかし、サブプライムローン

問題を契機として、世界的な信用不安と米国の景気後退懸念が高まり、急激な円高と株安にみまわれた企業

は、景況感を大幅に悪化させました。原油など原材料コストの上昇が続くなかで、円高・株安といった企業

収益の下押し圧力が強まり、戦後最長となる今回の景気拡大局面は、期末に踊り場を迎えることとなりまし

た。

このような経済環境の中、当期の商品先物市場は、期末の総出来高が7,107万枚、前年比83.5％と4期続けて

前年を下回り、市場流動性の長期的な低迷に陥っております。商品別にみますと、農産物では、エタノール

需要が急増したトウモロコシと米国での作付面積が減少した大豆が、生産地の天候相場等を背景に活況を呈

し、トウモロコシの出来高は479万枚（前年比104.4％）、大豆は1,048万枚（前年比101.0％）と増加しました。

しかし、1月から取引仕法をザラバに移行したコーヒーをはじめ、他の商品の出来高が大幅に減少し、農産物

市場の出来高は1,747万枚（前年比96.9％）と前年を割り込みました。金はサブプライムローン問題に端を発

したドル不安、インフレ懸念などを材料に投資需要が高まり、海外商品市場で急騰し、高値で推移しました。

国内でもこれを後追いする形で金価格の高騰が続きましたが、高値警戒感から取引が手控えられ、金の出来

高は1,909万枚（前年比89.3％）と大幅に減少しました。金の出来高が10%以上減少したため、貴金属市場全体

の出来高も3,052万枚（前年比93.5％）と減少しました。東京工業品取引所は、24時間化に向けて1月から取引

時間を2時間延長しましたが、出来高は4,740万枚（前年比82.2％）と減少し、取引時間延長の効果が出来高に

反映されるまでには至りませんでした。

当期の商品先物業界の動きとしましては、投資性を有する商品に関するルールの横断化を目指して制定さ

れた金融商品取引法が9月30日に施行され、商品先物取引については同法の適用対象外となったものの、勧誘

や販売におけるルールの統一化を図る観点から、商品取引所法が改正され、同じく9月30日に施行されまし

た。今回の改正で「広告規制」と「損失補てんの禁止」が新たに付け加えられ、勧誘におけるルールが、よ
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り厳格化されました。広告規制では、「受託業務の内容に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこ

ととなる重要なもの」が、表示すべきものとして定められ、損失補てんの禁止については、これまでも損失

補てんを約束した上で勧誘することは禁じられていましたが、改正により勧誘時にとどまらず、全ての局面

で禁止されました。商品取引員にとっては、市場流動性が低下している状況下で、委託者保護が強く求めら

れることとなり、なお一層コンプライアンス体制の整備を図り、信頼性の向上を期していくことが重要とな

りました。

このような経営環境の下、当社では、コンプライアンスの強化と経営責任の明確化を図るため、経営体制

を刷新いたしました。また、店舗の収支効率を見直し、8月に福岡支店を移転いたしました。

３ 営業の経過及び成果

当期の委託売買高は325,399枚（前期比65.2％）となり、委託手数料は18億71百万円（前期比75.5％）の計上

となりました。

一方、ディーリングに関しましては、15百万円の利益（前期比675.8％）となりました。

以上の結果、当期は営業収益18億88百万円（前年比75.9％）となり、経常損失は2億96百万円、当期純損失

は3億21百万円となりました。

平成19年度における受取手数料及び売買損益は、次のとおりであります。

① 受取手数料

（単位：千円）

第 50 期

期 別 自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日

金 額
商品市場名

商 品 先 物 取 引

農 産 物 市 場 163,987

貴 金 属 市 場 1,672,293

ゴ ム 市 場 25,610

小 計 1,861,891

オ プ シ ョ ン 取 引 0

商 品 フ ァ ン ド 等 販 売 0

未 収 手 数 料 10,059

合 計 1,871,950

（注）１．上記の金額には消費税は含まれておりません。

２．平成20年３月期の受取手数料及び委託者（当社に商品先物取引の受託業務を依頼する者）の状

況については、次のとおりであります。

期 別
平 成 2 0 年 ３ 月 期

項 目

受 取 手 数 料 1,872百万円

預 り 証 拠 金 （期末） 3,654百万円

委 託 者 数 （期末） 929名
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② 売買損益

（単位：千円）

期 別 第 50 期

自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日

商品市場名 金 額

商品先物取引売買損益

農 産 物 市 場 △ 240

貴 金 属 市 場 △ 2,568

ゴ ム 市 場 233

小 計 △ 2,575

商 品 先 物 評 価 損 益 0

商 品 売 買 損 益 18,262

合 計 15,686

（注）1. 商品先物取引の売買損益および評価損益は、オプション取引に係る金額を含めて計算して

おります。

2. 上記の金額には消費税は含まれておりません。

③ 売買高

平成20年３月期における商品先物取引の状況は次のとおりであります。

（単位：枚）

第 50 期

（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）

自 己 委 託 合 計

商品先物取引

農 産 物 市 場 1,052 79,380 80,432

砂 糖 市 場 0 - 0

貴 金 属 市 場 10,922 235,036 245,958

ゴ ム 市 場 142 10,983 11,125

小 計 12,116 325,399 337,515

オプション取引

貴 金 属 市 場 0 0 0

小 計 0 0 0

合 計 12,116 325,399 337,515

（注）受け渡しによる決済数量は含んでおりません。
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４ 対処すべき課題

今後のわが国経済の見通しにつきましては、米国を中心に世界経済が先行き不透明さを増し、これまで景

気の牽引役であった輸出は、減速の度合いを深める可能性があります。内需をみましても、ガソリンや食料

品といった生活必需品の値上がりが家計を圧迫し、個人消費は引き続き低迷すると予想されます。また、企

業は景気の先行きに慎重な姿勢を示し、景気の先行指標となる設備投資の計画を前年に比べて減少させてお

り、日本経済が景気後退に陥る懸念も現実味を増してきました。

商品先物取引業界におきましては、平成19年12月に公表された「金融・資本市場競争力強化プラン」に基

づく金融制度改革の一環として、産業構造審議会商品取引所分科会が示した「金融と商品の融合」と「市場

のプロ化」に向けた取組みを進めていくこととなります。「金融と商品の融合」は、金融・証券・商品市場に

おいて、株式・債券・金融先物・商品先物など幅広い金融商品の上場を可能とし、「市場のプロ化」は、市場

運営ルールのグローバル・スタンダードを推進するもので、これらの実現により国際的な投機資金の流入が

見込まれ、市場規模の飛躍的な拡大が期待されております。また、同プランには、商品と連動した上場投資

信託（ＥＴＦ）の誕生が盛り込まれ、商品に対する投資家からの注目がかつてないほど高まるものと思われ

ます。取引所については、商品・証券の相互乗り入れに向けた制度整備が予定されており、早ければ平成21

年にも総合取引所が誕生する見通しとなっています。商品取引員にとっては、この改革の流れをいかに営業

収益に結びつけていくかが、今後の大きな課題になっていくと考えます。

このような状況下にあって、当社は、顧客満足を第一義とする経営理念の浸透を目指し、引き続き社員教

育制度の充実を図り、人材育成とマネージメント強化に努めてまいります。また、これまで取り組んできた

業務改革等をさらに推進することにより、コンプライアンスの徹底を図る所存でございます。当社は、期末

において低迷しました業績の回復に向け、営業組織を活性化し、販売力の強化と諸経費の削減に努め、収支

効率の改善を図り、皆さまのご期待にお応えしていく所存でございます。



- 15 -

５ 受託業務管理規則

（目的）

第１条 この規則は、自己責任の徹底と委託者の保護育成を図るため、受託業務の適正な運営及びその管理

について必要な事項を定める。

（管理組織）

第２条 当社は、受託業務に係る責任の所在の明確化を図るため、本店に審査部を設置し、同部を主体とし

て、本店及び従たる営業所ごとに受託業務管理班を設置し、責任者を置くものとする。

２．受託業務に係る総括管理並びに審査部及び受託業務管理班の職務の統括調整を行うため、本店に総括管

理責任者を置くものとする。

３．総括管理責任者を補佐し、助言するとともにその職務のうち委嘱された事項について代行する副総括管

理責任者を置くものとする。ただし、第４条及び第９条の例外に係る審査を代行したときは、その審査内

容について総括管理責任者の点検を受け、承認を得るものとする。

４．総括管理責任者、副総括管理責任者及び管理責任者は、次の者とする。

(1) 総括管理責任者は、執行役員以上とする。

(2) 副総括管理責任者は、審査部担当執行役員及び審査部長とする。

(3) 受託業務管理班の管理責任者は、各店業務責任者とする。

（勧誘行為及び取引意思の確認）

第３条 商品先物取引の勧誘に先立って顧客に対し、自己の商号、登録外務員の氏名及び商品先物取引の勧

誘である旨を告げ、顧客の勧誘を受ける意思を確認する。勧誘を受けることを希望しない旨又は委託を行

わない旨の意思表示があった場合は勧誘は行わない。

２．勧誘過程において顧客が適合性を有しないこと（第４条(1)～(7)）が判明した場合は直ちに勧誘を中止

する。

３．勧誘にあたって、顧客より、事前の具体的な指示又は承諾がない限り、午後９時以後と午前8時以前の勧

誘、長時間に亘る勧誘及び顧客が迷惑であると表明した時間、場所、方法での勧誘は行わない。

４．顧客に対し、威迫し、困惑させ又は不安の念を生じさせるような勧誘は行わない。

５．第１項の顧客に告知したこと及び意思の確認は勧誘を受ける意思の確認書を登録外務員が作成し、取引

終了後３年間保存する。

６．当社は、第１項の勧誘を拒否した顧客に対する再勧誘を防止するため、勧誘拒否者の氏名、住所、電話

番号をファックス等で全店に周知し、再度の勧誘が行われないよう措置するものとする。

（不適格者の参入防止）

第４条 当社は勧誘の際に、適合性の原則の趣旨を説明し、以下に該当する者を常に不適当と認められる不

適格者と規定し、これらの者に対して、勧誘及び受託は行わないこととする。

(1) 未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人、精神障害者、知的障害者及び認知障害の認められる

者。

(2) 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者。

(3) 破産者で復権を得ない者。

(4) 日本語による意思の疎通ができない者。

(5) 事故・病気等で長期療養中の者。

(6) 商品先物取引をするために借入れをする者。

(7) 元本欠損又は元本を上回る損失が生ずるおそれのある取引をしたくない者。

２．当社は、以下に該当する者を商品先物取引の対象として原則不適当と認められる者と規定し、これらの

者に対しては原則として勧誘及び受託を行わないものとする。

ただし、第１号から第４号に該当する者であっても各例外の要件を満たしており、自らが以下の適合性

の原則に照らして原則として不適当と認められる勧誘及び受託の対象者であることを理解しているととも

に、例外の要件を自ら満たすことについて確認している旨の自書による書面の申出があり、総括管理責任

者が審査の上、承認したときは、この限りではない。
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(1) 年金、恩給、退職金、保険金等により生計をたてている者で年金等の収入が収入全体の過半を占め

ている者。

・例外の要件：顧客が申告した投資可能資金額の裏付けとなる資産を有していることを証明するものが

あること。

(2) 年間500万円以上の収入を有しない者。

・例外の要件：顧客が申告した投資可能資金額の裏付けとなる資産を有していることを証明するものが

あること。

(3) 75才以上の高齢者。

・例外の要件：１．顧客が直近の3年以内に延べ90日以上の商品先物取引を行った経験があることを口座

開設申込書の取引経験欄に記載していること。

２．商品先物取引を行うにふさわしい金融商品及び有価証券等の先物取引、株式の信用

取引、外国為替証拠金取引等レバレッジ性のある十分な投資経験がある場合はそれを証

明するものがあること。

３．商品先物取引の仕組み、リスクその他説明を受けた事項を的確かつ十分に理解して

いることを証明するものがあること。

４．審査部は投資可能資金額が損失を被っても生活に支障のない範囲で設定されている

か、厳しく審査し、取引開始後は老後の生活の備えとして蓄えた資産まで投資すること

のないよう追跡監視する。

(4) 投資可能資金額を超える取引証拠金等を必要とする取引に係る勧誘。

・例外の要件：１．顧客が新たに申告した投資可能資金額が損失をしても生活に支障のない範囲で設定

されていること。

２．新たな投資可能資金額の裏付けとなる資産を有していることを証明するものがある

こと。

(5) 社会経験の乏しい若年者。

(6) 銀行、信用組合、信用金庫、郵便局、農業、漁業の協同組合などの金融機関で直接、間接に金銭、

有価証券等の取扱いに係わる者。

(7) 国、地方公共団体、その他公益機関の金銭、有価証券等の取扱い者。

(8) 民間企業等における金銭、有価証券等の取扱い者。

３．取引過程において第１項に該当することになった場合は、直ちに清算を求め、以後の勧誘及び受託は行

わないものとし、前項に該当することとなった場合は、審査部は適格性等について再度審査を行うため総

括管理責任者に報告し、同責任者が前項の例外要件を満たしているか否かの審査を行い、その勧誘及び受

託の適否を判断するものとする。

４．第１項及び第２項に該当しない者であっても、審査部がその者の資金力、理解度等からみて商品先物取

引を行うにふさわしくないと認定した者に対しては、委託の勧誘及び受託を行わないこととする。

また、75歳未満であっても70歳以上の高齢者については、商品先物取引のしくみ、リスクを十分理解し

ていること、投資可能資金額が老後の生活も考慮した額に設定されているか等を含めて、厳格に審査する

ものとする。

５．第２項から第４項における審査の結果については、審査日、審査者及び適否の判断を含めた記録を作成

するものとし、取引終了後３年間保存するものとする。

（適合性の審査等）

第５条 当社は、不適格者の参入防止を図るため、①勧誘を受ける意思の確認書 ②委託のガイド受領確認書

③口座開設申込書 ④アンケート ⑤リスク管理 ⑥商品先物取引の説明と理解に関する確認書 等により適

合性の審査を行うものとし、当該審査を終えるまでは、顧客から約諾書の差入、取引証拠金等の預託、取

引の指示を受けないものとする。

また、審査の結果、適合性を有しないと認められたときは直ちにその勧誘を中止するものとする。

２．前項の審査の結果については、審査日、審査過程、最終審査者及び適否の判断根拠を含めた記録を作成

するものとし、取引終了後３年間保存するものとする。
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（契約時の説明と確認）

第６条 商品先物取引の委託の勧誘に当たっては、受託契約準則、「商品先物取引－委託のガイド」等の関係

書面を交付し、それらを用いて次の事項を、それらの記述や図面を示す等顧客が容易に理解できるよう留

意しつつ説明し、理解の確認を行うものとする。

なお、理解の確認に当たっては、まず、第１号及び第２号に係る説明をし、その理解の確認を書面によ

り行い、その後にその他の事項について説明し、その理解の確認を書面により行うものとする。

(1) 商品先物取引はその担保として預託する取引証拠金等の額に比べてその10～30倍にもなる過大な

取引を行うものであること。

(2) 預託した取引証拠金等の額以上の損失が発生するおそれがあること。

(3) 取引証拠金等の制度、種類及びその発生のしくみ等に関する事項。

(4) 委託手数料の額、委託手数料の制度及びその徴収の時期等に関する事項。

(5) 商品取引員の禁止行為に関する事項。

(6) その他「商品先物取引－委託のガイド」に記載する、主務省令で定められた事項。

２．取引の投機的本質について危険開示を行い、「リスク管理、損失になったらどうするの」に基づき予測が

はずれて損失になった場合の対処法として①追加証拠金の預託 ②決済 ③両建 ④難平の４つの方法につい

て説明し、確認書を徴収する。

３．顧客の判断と自己責任において取引を行うことについて顧客に十分な自覚を促したうえで参加を求める。

（顧客の属性の把握）

第７条 当社は、顧客の属性を把握するため「口座開設申込書」により①氏名 ②住所 ③生年月日 ④職業

⑤収入 ⑥資産の状況 ⑦投資可能資金額 ⑧商品先物取引その他の投資経験の有無及びその程度 ⑨受託契

約を締結する目的等について申告を受けるものとする。

２．投資可能資金額の申告を受けるときは、その額が損失を被っても生活に支障のない範囲で設定されるべ

きものであること及び取引の過程で損失が発生した場合は損金額が投資可能資金額から減額され、変化し

ていくものであることを顧客に分かりやすく説明した上で申告を受けるものとする。

３．口座開設申込書及びアンケート等により顧客カードを作成し、審査部に備え置くとともに、顧客の属性

に変更があったときは、随時更新し適切に管理するものとする。

（取引意思の確認）

第８条 当社は、顧客から売買指示を受けたときは、取引意思を確認するものとし、その確認と売買の実行

については、受注内容を外務員日誌及び管理者日誌に記録し、これを取引終了後３年間保存するものとす

る。

（商品先物取引の未経験者の保護措置）

第９条 当社は、商品先物取引を直近の３年以内に延べ90日以上経験したことのある者は経験者として取り

扱い、それ以外の者は未経験者として取り扱う。

２．未経験者については３ヶ月間の習熟期間を設け、この期間の建玉は、投資可能資金額の３分の１以内の

建玉に制限する保護措置を設けるものとする。

ただし、顧客本人がこれを超える取引を希望し、次の条件を満たす場合において、総括管理責任者が審

査の上承認したときはこの限りでない。

(1) 顧客が商品先物取引に習熟していること及びそのことを客観的に確認するものがあること。

(2) 顧客から、当社が商品先物取引の経験がない者を保護するために取引量を制限する措置を設けてお

り、その例外の要件として商品先物取引に習熟していなければならないことを理解していること及び例外

の要件を自らが満たすことについて確認している旨の自書による申出書の差し入れがあること。

３．未経験者の希望に基づく習熟期間中の投資可能資金額の増額変更については、第４条第２項の規定によ

るものとする。

４．商品先物取引に対する理解度を確認するため、初回建玉前と１ヶ月経過後の２回と別に必要に応じてア

ンケート調査を行うものとする。
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（不正資金の流入防止措置）

第10条 当社は、次に規定する者からの受託に当たっては、不正資金の流入を防止するため、次項以下の

措置を講ずるものとする。

(1) 銀行、信用組合、信用金庫、郵便局、農業・漁業の協同組合などの金融機関で直接、間接に金銭、

有価証券等の取扱いに係わる者。

(2) 国、地方公共団体、その他公益機関の金銭、有価証券等の取扱い者。

(3) 民間企業等における金銭、有価証券等の取扱い者。

２．当該顧客については審査部が初回建玉から追跡し、過度な取引にならないように監視し、抑制するもの

とし、もし、預託累計額が、口座開設申込書に本人が記載した預貯金相当額を超えた場合は、資産内容に

ついて調査を開始することとする。

３．審査部は、調査に当たって、前項の基準を超過した部分の資産内容を当該委託者と直接面談して聴取す

ることとする。

４．審査部が調査した結果、新たな入金及び建玉の追加は受けないと決定した場合は、以後の勧誘及び受託

を行わないものとする。ただし、仕切りに係る指示についてはこの限りではない。

また、もし不正資金による取引資金の預託を受けていたことが判明した場合は、当該委託者に速やかに建玉

を決済するよう要請するとともに、その後の入金を禁止し、建玉が決済されたときは、直ちに精算するも

のとする。

５．調査に関しては、その経緯を記録し、これを10年間保存するものとする。

（委託者との入出金に係る管理措置）

第11条 当社は、委託者との間の入金及び出金は原則として振込みにより行うものとする。ただし、やむを

得ず現金の受渡しを行う必要がある場合には総括管理責任者又は審査部長の承認を得るものとする。

２．取引証拠金等を現金により受領する場合には、あらかじめ金額を記載した取引証拠金預り証の交付と同

時に行うものとする。

３．外務員が委託者から現金で入出金したときは、各本支店の審査部が当該委託者に対し、入出金の額、日

時、受渡しをした外務員の氏名等について確認するものとする。

４．現金の授受に当たっては、原則複数の役職員で対応するものとする。

ただし、やむを得ず一人の外務員で対応する場合には、各本支店長の承認を得るものとする。

（建玉制限等）

第12条 当社は、取引所の市場管理規則の遵守について、顧客の理解を得るものとする。

２．市場管理とは別途に顧客の資質により建玉の制限を行うことがあることについて、顧客の理解を得るも

のとする。

３．経験者又は未経験者で取引開始後３ヶ月を経過した顧客であっても審査部 が取引数量等について制

限を設けた場合は、これを超えて受託してはならない。

４．自己取引部門と委託取引部門を区分した組織とする。

（委託者の疑義等の解明努力）

第13条 当社は、管理組織の中に「顧客相談室」を設け、委託者からの取引に係る疑義、相談等について対

応するものとする。

２．委託者からの取引に係る疑義、相談等については、早期にその払拭を行うものとする。

（広告・宣伝に係る管理措置）

第14条 広告・宣伝については、経営上の責任体制を明確にするため、「広告に関する規則」を別に定める。

（受託業務における禁止行為）

第15条 商品先物取引の委託の勧誘及び受託に当たっては、商品取引所法、同法施行規則、受託契約準則及

び日商協「受託業務に関する規則」に定める禁止行為をしてはならない。

２．この規則に違反し、不正な行為があった者に対しては、罰則規程の定めによりこれを懲戒する。
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（取引本証拠金の額等に係る措置）

第16条 当社は、取引本証拠金の額等を、全ての上場商品につき、取引所が定める取引本証拠金基準額と同

額とする。

ただし、相場の状況等により、当社が必要と判断する場合には、取引本証拠金の額を一定額増加するこ

とがある。

２．取引本証拠金の額等に係る社内責任者は総括管理責任者と定め、その内容について社内に徹底するとと

もに、委託者に周知し、その記録を４年間保存するものとする。

（勧誘方針の策定及び公表）

第17条 当社は、適合性の原則に基づく勧誘を行い、迷惑となる方法、時間、場所での勧誘を行わない旨の

勧誘方針を別に定め、勧誘に当たっては商品先物取引の仕組み、リスク等を十分説明するものとする。

２．勧誘方針は本・支店内に掲示するとともにホームページに掲載し、閲覧に供するものとする。

（日本商品先物取引協会への届出）

第18条 この規則は、日本商品先物取引協会へ届け出るものとする。これを変更したときも同様とする。

（改廃）

第19条 この規則の改廃は、取締役会において行う。

（付則）

この規則は、平成10年９月１日より実施する。

この規則は、平成12年４月１日より改正実施する。

この規則は、平成14年２月１日より改正実施する。

この規則は、平成15年４月１日より改正実施する。

この規則は、平成15年６月６日より改正実施する。

この規則は、平成17年８月１日より改正実施する。

この規則は、平成19年３月１日より改正実施する。

この規則は、平成19年６月１日より改正実施する。

この規則は、平成19年10月１日より改正実施する。

この規則は、平成20年２月１日より改正実施する。

６ 外務員の登録状況

期 首 期 末
新 規 登 録 数 登 録 抹 消 数

登 録 外 務 員 数 登 録 外 務 員 数

121 名 25 名 42 名 104 名

７ 委託者に関する事項

期 首 期 末
新 規 委 託 者 数

委 託 者 数 委 託 者 数

966 名 366 名 929 名
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８ 苦情・紛争・訴訟に関する事項

当社では、本社に審査部を設置し適正顧客の参入審査を行うとともに、すべての新規委託者に電話による

挨拶を行い、担当外務員から危険開示等の説明が充分に行われているか確認し、理解不足と認められる委託

者には審査部が外務員に同行、直接面談し再度説明を行い、商品先物取引に関する知識の向上と、苦情等の

未然防止に努めております。また全支店を管理下におく顧客相談室を本社内に設置し、各支店にも管理担当

者を配置し相談窓口を設け、委託者からの相談及び苦情等の申出があった場合には、直ちに詳細な社内調査

の実施と迅速かつ適切な対応を行っております。

平成19年度中における、苦情・紛争および訴訟の内訳は以下のとおりです。

(a) 顧客等が提起したもの

当該年度中の解決案件 当該年度中の未解決案件

苦情 紛争 訴訟 苦情 紛争 訴訟

相互の話 紛争処理 紛争処理
合いによ 機関での 相互に話 機関で処
る解決 解決 合い中 理中

当該年度に新規に発生し

た案件の件数 27件 1件 0件 10件 1件 2件

41件

前年度から継続している

案件の件数 4件 0件 1件 4件 0件 8件

17件

合 計 58件 31件 1件 1件 14件 1件 10件

（注）１．苦情とは、受託等業務に関し、顧客等から当社に対して異議、不平、不満等が表明

され、又は紛争処理機関に相互の話合いによる解決の申出があったものをいう。

２．紛争とは、受託等業務に関し、顧客等の異議、不平、不満等に起因する当社との主

張の相違や対立が具体化し、顧客等から紛争処理機関にあっせん等の申出があったも

のをいう。

３．紛争処理機関とは、日商協、商品取引所、主務大臣が指定する団体、消費者基本法

又は弁護士法の規定によるあっせん機関等をいう。

４．訴訟とは、裁判所に顧客等から提訴があったものをいう。

５．一つの案件が苦情、紛争又は訴訟に重複して該当する場合には、最終時点の状態を

記載している。例えば、苦情申出後に紛争に移行した場合には、苦情では記載せず紛

争に記載し、苦情、紛争を経て訴訟に移行した場合には、苦情、紛争では記載せず訴

訟で記載している。
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(b) 当社が提起したもの

当該年度中の解決案件 当該年度中の未解決案件

紛争 訴訟 紛争 訴訟

当該年度に新規に発生し

た案件の件数 0件 0件 0件 0件

0件

前年度から継続している

案件の件数 0件 0件 0件 0件

0件

合 計 0件 0件 0件 0件 0件

(c) 双方が提起したもの

当該年度中の解決案件 当該年度中の未解決案件

訴 訟 訴 訟

当該年度に新規に発生し

た案件の件数 0件 0件

0件

前年度から継続している

案件の件数 0件 2件

2件

合 計 2件 0件 2件

（注） 双方が提起したものとは、同一の事案について顧客及び当社がそれぞれ相手方に対し

て訴訟（反訴を含む）を提起したものをいう。

(d) 値合金処理に関するもの

当該年度中の解決案件 当該年度中の未解決案件

事務処理ミス システム障害 事務処理ミス システム障害

当該年度に新規に発生し

た案件の件数 1件 0件 0件 0件

1件

前年度から継続している

案件の件数 0件 0件 0件 0件

0件

合 計 1件 1件 0件 0件 0件

（注）１．事務処理ミスとは、委託者の注文の執行において、過失により事務処理を誤ること

をいう。

２．システム障害とは、電子情報処理組織の異常により、委託者の注文の執行を誤るこ

とをいう。
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第３．経理の状況

財務諸表は、会社計算規則に基づいて記載しております。

１ 貸借対照表 （平成20年３月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資産の部） （負債の部）

流 動 資 産 [ 5,259,934 ] 流 動 負 債 [ 4,822,285 ]

現 金 預 金 *2 1,058,406 短 期 借 入 金 *2 290,000

委 託 者 未 収 金 *3 58,185 未 払 金 483,974

商 品 8,942 未 払 法 人 税 等 4,820

前 払 費 用 29,086 預 り 証 拠 金 3,654,110

保 管 有 価 証 券 *2 1,446,333 受 託 業 務 預 り 金 336,016

差 入 保 証 金 1,524,000 賞 与 引 当 金 14,000

委託者先物取引差金 *4 720,944 その他の流動負債 39,363

預 託 金 201,000

その 他の 流動資 産 213,036 固 定 負 債 [ 207,380 ]

長 期 借 入 金 *2 100,000

固 定 資 産 [ 1,462,131 ] 退 職 給 付 引 当 金 107,380

有形固定資産 *1 ( 503,267)

建 物 *2 84,231 特別法上の準備金 [ 30,650 ]

構 築 物 7,362 商品取引責任準備金 *5 30,650

器 具 及 び 備 品 53,588

土 地 *2 358,084

無形固定資産 ( 28,495)

電 話 加 入 権 20,843

ソ フ ト ウ ェ ア 7,218 負 債 合 計 5,060,315

その他の無形固定資産 433

（純資産の部）

投資その他の資産 ( 930,368) 株主資本 <1,661,750>

投 資 有 価 証 券 3,000 資 本 金 [ 804,037 ]

出 資 金 15,500 資 本 剰 余 金 [ 30,504 ]

長 期 未 収 債 権 *3 208,439 資 本 準 備 金 30,504

長 期 差 入 保 証 金 458,118

長 期 貸 付 金 2,150 利 益 剰 余 金 [ 827,209 ]

長 期 前 払 費 用 50 利 益 準 備 金 32,505

会 員 権 27,790 そ の 他 利 益 剰 余 金 794,703

長 期 預 け 金 300,000 繰 越 利 益 剰 余 金 794,703

貸 倒 引 当 金 *3 △ 84,680

純 資 産 合 計 1,661,750

資 産 合 計 6,722,066 負債及び資本合計 6,722,066
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２ 損益計算書

（単位：千円）

第 50 期

自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日

金 額 比 率

Ⅰ 営 業 収 益

1. 受 取 手 数 料 1,872,879

2. 売 買 損 益 *1 15,686 1,888,565 100.0

Ⅱ 営 業 費 用

1. 販売費及び一般管理費 2,176,036 2,176,036 115.2

営 業 損 失 287,470 15.2

Ⅲ 営 業 外 収 益

1. 受 取 利 息 ・ 配 当 金 3,487

2. そ の 他 2,373 5,860 0.3

Ⅳ 営 業 外 費 用

1. 支 払 利 息 11,052

2. そ の 他 3,475 14,527 0.7

経 常 損 失 296,137 15.6

Ⅴ 特 別 損 失

1. 商品取引責任準備金繰入 21,759

2. 固 定 資 産 除 去 損 1,917 23,677 1.2

税引前当期純損失 319,814 16.9

法人税、住民税及び事業税 1,272 0.0

当 期 純 損 失 321,086 17.0

３ 株主資本等変動計算書

（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資本剰余金 利 益 剰 余 金

その他利 純資産

資本金 資本 資本 利益 益剰余金 利益 株主資本 合計

準備金 剰余金 準備金 繰越利益 剰余金 合計

合計 剰余金 合計

平成19年３月31日残高 804,037 30,504 30,504 32,505 1,115,790 1,148,296 1,982,837 1,982,837

事業年度中の変動額

当期純利益 △321,086 △321,086 △321,086 △321,086

事業年度中の変動額合計 △321,086 △321,086 △321,086 △321,086

平成20年３月31日残高 804,037 30,504 30,504 32,505 794,703 827,209 1,661,750 1,661,750
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４ 個別注記表

（重要な会計方針）

1. 有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券

時価のないもの……移動平均法による原価法

保管有価証券……………商品取引所法施行規則第39条の規定により商品取引所が定めた充用価格

2. 棚卸資産の評価基準および評価方法

商品………移動平均法による原価法

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産………法人税法に定める償却方法と同一の基準による定率法

無形固定資産………法人税法に定める償却方法と同一の基準による定額法、ただし自社利用のソフト

ウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

長期前払費用………法人税法に定める償却方法と同一の基準による定額法

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金……債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

(2) 賞与引当金……従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当期に

帰属する額を計上しております。

(3) 退職給付引当金……従業員の退職給付に備えるため、直近の年金財政計算上の責任準備金をもって

退職給付債務とし、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。

会計基準変更時差異（65,168千円）は、15年による均等額を費用処理しています。

（当社の退職金制度について）

① 当社は、昭和40年３月31日から適格退職年金制度を採用しております。

② 当社は全国商品取引業厚生年金基金に加入しており、平成20年３月末日現在の掛け金拠出割合に

基づく年金資産額は、1,115,176千円であります。

5. 特別法上の準備金の計上基準

商品取引責任準備金……商品取引事故による損失に備えるため、商品取引所法第221条の規定に基づき、

同法施行規則に定める額を計上しております。

6. 営業収益の計上基準

受取委託手数料

(1) 商品先物取引……商品取引所における約定日に計上しております。

(2) 商品ファンド……取引成立日に計上しております。

売買損益

(1) 商品先物決済損益……取引を転売または買戻し及び受渡しにより決済したときに計上しておりま

す。

(2) 商品先物評価損益……取引を時価評価したときに計上しております。

7. リース契約の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

8. 消費税等の会計処理方法

税抜方式
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（会計処理の変更）

1. 当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産につ

いて改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる営業損失、経常損失及び税引前当期純損失への影響は軽微であります。

（追加情報）

1. 当社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方式の適用により取得価額の５％に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。

これによる営業損失、経常損失及び税引前当期純損失への影響は軽微であります。

（貸借対照表関係）

*1 有形固定資産の減価償却累計額 397,063千円

*2 担保に提供している資産、取引証拠金・委託証拠金等の代用として㈱日本商品清算機構へ預託している

資産は、次のとおりであります。

(1) 担保に提供している資産の内訳

定 期 預 金 952,000千円

建 物 22,194

土 地 14,800

合 計 988,995

担保資産に対応する債務の内訳

短 期 借 入 金 290,000千円

長 期 借 入 金 100,000

合 計 390,000

(2) 取引証拠金・委託証拠金等の代用として㈱日本商品清算機構へ預託している資産

保 管 有 価 証 券 1,430,859千円

合 計 1,430,859

(3) 商品取引所法第210条の規定に基づき、日本商品委託者保護基金に分離保管しなければならない保全

対象財産の金額は347,866千円であります。なお、同法施行規則第98条の規定に基づく委託者資産保全

措置額は480,000千円であります。

*3 委託者未収金のうち、無担保未収金は100,683千円であります。また、発生から１年を経過しているもの

は227,803千円でありますが、投資の部に計上されているものは208,439千円であります。なお、当該無担保未

収金につきましては担保資産の再評価等を勘案し貸倒引当金を65,000千円設定しております。

*4 委託者の未決済玉を決済したと仮定して計算した委託者の売買損(売買益)相当額を、委託者に代わって

㈱日本商品清算機構に立替払いした (㈱日本商品清算機構から預かった)金額であります。この金額は、すべ

ての委託者の各商品取引所の商品ごとに差損益金を計算した上で各商品取引所ごとに合計して算出したもの

であります。

*5 商品取引責任準備金の積立は、商品取引所法第221条の規定に基づくものであります。
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（損益計算書関係）

*1 売買損益の内訳

商 品 先 物 取 引 損 益 △ 2,575千円

商 品 売 買 損 益 18,262

合 計 15,686

（株主資本等変動計算書関係）

1. 当事業年度末の発行済株式数の種類及び総数

普通株式 1,102,864株

2. 配当に関する事項

平成19年６月29日開催の当社第49期定時株主総会において、期末配当に関する事項は無配とさせて

いただきました。

（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

会 員 権 評 価 損 50,228千円

繰 越 欠 損 金 210,787千円

退 職 給 付 引 当 金 43,703千円

貸 倒 引 当 金 34,464千円

減 損 損 失 12,561千円

賞 与 引 当 金 5,698千円

商品取引責任準備金 12,474千円

人 材 募 集 費 2,461千円

未 払 事 業 所 税 1,111千円

未 払 事 業 税 1,402千円

そ の 他 5,589千円

繰 延 税 金 資 産 小 計 380,483千円

評 価 性 引 当 額 △ 380,483千円

繰 延 税 金 資 産 合 計 0千円

（リース契約関係）

貸借対照表に計上した固定資産の他、電子計算機等をリース契約により使用しております。

（関係当事者との取引関係）

属 性 主要株主（会社等）

会社等の名称 第一商品株式会社

議決権の所有（被所有）割合 被所有（13.6％）

関連当事者との関係 役員の兼任

取引内容 預け金

取引金額 －

科 目 長期預け金

期末残高 300,000千円
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（１株当たり情報）

１株当たり純資産 1,506円75銭

１株当たり当期純損失 291円13銭

貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

５ 監査に関する事項

このディスクロージャー資料のうち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表につ

いては、会社法に基づき会計監査人の監査を受けております。

６ 財務比率

第 50 期
諸 項 目

(平成20年３月)

(a) 純資産額規制比率 {純資産額÷リスク額×100} 423 ％

(b) 純資産額資本金比率 {純資産額÷資本金額×100} 205 ％

(c) 自己資本資本金比率 {自己資本÷資本金額×100} 206 ％

(d) 自己資本比率 {自己資本÷総資産額×100} 24 ％

(e) 修正自己資本比率 {自己資本÷総資産額×100} 48 ％

(f) 負債比率 {負債合計額÷純資産額×100} 305 ％

(g) 流動比率 {流動資産額÷流動負債額×100} 109 ％
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デ ィ ス ク ロ ー ジ ャ ー 用 資 料

２００８年版 （追加資料）

協栄物産株式会社

１．役員の変更

平成20年６月30日付をもって、監査役山谷正義が監査役を退任しました。また同日付をもって、下記の通

り人事異動を行いました。

氏 名 旧 役 職 名 新 役 職 名

鴛 海 美 裕 代 表 取 締 役 会 長 取 締 役 会 長

２．会社の目的の変更

平成20年６月30日実施の株主総会において定款の変更が承認され、「会社の目的」の項目が次のように変

更されました。

変 更 前 変 更 後

1. 商品取引所法に基づく商品市場における 1. 商品取引所法に基づく商品市場における

上場商品および上場商品指数の先物取引お 上場商品および上場商品指数の先物取引お

よびその受託、媒介、取次、代理事業 よびその受託、媒介、取次、代理事業

2. 商品投資に係わる事業の規制に関する法 2. 金融商品取引法に基づく第二種金融商品

律に基づく商品投資販売業および商品投資 取引業

顧問業

（以下省略） （以下省略）

（下線部は、変更部分を示します。）
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３．経営組織の変更

当社の平成20年７月31日現在における経営組織の概要は次のとおりです。

以 上

株 主 総 会

監 査 役 会

取 締 役 会

取 締 役 会 長
代表取締役社長

経 営 会 議

営 業 本 部 管 理 本 部

オ 福 大 大 第 第 第 第 第 本 総 経 業 顧 審 監 企
ン 岡 阪 阪 五 四 三 二 一 店 客
ラ 支 第 第 本 本 本 本 本 店 務 理 務 相 査 査 画
イ 店 二 一 店 店 店 店 店 頭 談
ン 支 支 部 部 部 室 部 部 部
ト 店 店
レ デ
｜ 車 秘 総 資 経 ィ 市 電 業 顧 審 企
ド 金 ｜ 客
部 両 書 務 運 理 リ 場 算 務 相 査 画

用 ン 談
課 課 課 課 課 グ 課 課 課 課 課 課

課
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２００８年版 ディスクロージャー資料 訂正

平成20年9月17日

協栄物産株式会社

ディスクロージャー資料（2008年版）20ページ「８ 苦情・紛争・訴訟に関する事項」のうち「(a) 顧客

等が提起したもの」について、記載に誤りがあったため訂正します。

当該年度中の解決案件 当該年度中の未解決案件

苦情 紛争 訴訟 苦情 紛争 訴訟

相互の話 紛争処理 紛争処理
合いによ 機関での 相互に話 機関で処
る解決 解決 合い中 理中

当該年度に新規に発生し

た案件の件数 26件 1件 0件 10件 1件 2件

40件

前年度から継続している

案件の件数 4件 0件 1件 4件 0件 8件

17件

合 計 57件 30件 1件 1件 14件 1件 10件

（下線を付した部分を訂正しています）

以 上



２００８年版 ディスクロージャー資料 訂正

平成20年10月21日

協栄物産株式会社

ディスクロージャー資料（2008年版）9ページ「４ 財務の概要 （平成20年３月決算期）」について、記

載に誤りがあったため訂正します。

（単位：千円）

(a) 資本金 804,037

(b) 純資産額 （※1） 1,654,120

(c) 総資産額 6,722,066

(d) 営業収益 1,888,565

（うち受取手数料） (1,872,879)

(e) 経常利益 △ 296,137

(f) 当期純利益 △ 321,086

（注）１．純資産額とは、商品取引所法第211条第4項以外において準用する同法第99条第7項に

基づく商品取引所法施行規則第38条の規定により算出された金額をいいます。

２．受取手数料には消費税は含まれておりません。

（下線を付した部分を訂正しています）

以 上
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